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平成22年度第1回加盟団体連絡会議兼 
ドーピング防止研修会 

(平成22年度文部科学省委託事業）



世界ドーピング防止規程　第18条：教育 

18.1: ドーピングのないスポーツのための
情報及び教育プログラムに関する基本原
理は、本規則の序論に記載されているス
ポーツ精神がドーピングによって害され
ることから守る事である。 
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世界ドーピング防止規程の基本原理 
  倫理観 
  健康 
  優れた競技能力 
  人格と教育 
  楽しみと喜び 
  チームワーク 
  献身と真摯な取り組み 
  規則・法律を尊重する姿勢 
  自分自身とその他の参加者を尊重する姿勢  
  勇気 
  共同体意識と連帯意識 
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世界ドーピング防止規程　第18条：教育 

18.1: 当該プログラムの主要目的は、予防である 

   その目的は、競技者による禁止物質又は、禁止方法
の意図的な又は意図によらない使用を防止するこ
とである。 
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違反者摘発 

抑止 

予防 

検査 

検査・教育 

教育 
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【文部科学省委託事業】 
○ドーピング防止教育・研修事業 
① ドーピング防止に関する研修 
② アウトリーチプログラム 
③ ドーピング防止に関する意識・理解度の調査分析 
④ ドーピング防止に関する事例研究 
　など 
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競技者 
競技者支援要員 

JADA教育啓発グループ 

教育・研修事業 
検討委員 
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  10人（平成22年4月現在）  
  元または現役オリンピアンやパラリンピアンで、スポーツ
に関連した活動を行っている 

  田辺陽子委員長　 
  池田めぐみ 
  京谷和幸 
  黒岩敏幸 
  齋藤里香 
  佐藤真海 
  鈴木大地 
  楢崎教子 
  山本博 
  吉田孝久 
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 学校及びスポーツクラブに所属する少年少女 
 親 
 成年の競技者 
 スポーツ公式役員 
 コーチ 
 医療関係者 
 メディア 
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Community 

Domestic Junior 

I RTPA  

国際水準  

国内水準  

一般  

居場所情報に関するルールを理
解する 

アンチ・ドーピングに関する正
しい情報の発信先を理解する 

アンチ・ドーピング概論とス
ポーツの価値を理解する 

アンチ・ドーピング規程と国際基準
を理解する
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18.2　競技者及びその他の人に対し、少なくとも次
の各点を含む最新かつ正確な情報を提供する 

  禁止表に記載された物質及び方法 
  ドーピング防止規則違反 
  制裁措置、健康及び社会的な結果を含むドーピングの結果 
  ドーピングコントロール手続 
   競技者又は競技者支援要員の権利及び責任 
  TUE 
  栄養補助食品のリスク管理  
  スポーツ精神に対するドーピングの害悪 
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 研修会 
 研修会資料やアクティビティツールの作成 
 アウトリーチプログラム 
 アスリート学校訪問 
  E-ラーニング、DVD作成 
 印刷物 
 ノベルティ 
 調査研究 
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 ドーピング防止研修会 
 アンチ・ドーピング概論  
 禁止物質・禁止方法 
  TUE申請 
 ドーピング検査手順（競技者の責務と権利） 
 結果管理 
 居場所情報提供とADAMS使用方法 
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平成21年度 
実施回数　115回 
のべ3000人以上へ研修 
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平成21年度実施回数　
19競技大会 
参加人数　のべ3500人 
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Goal :  
1. スポーツの価値とアン
チ・ドーピング活動の重
要性を理解させる 
2. 正しい情報の入手先を
伝える 
3. アンチ・ドーピング活
動に関連する用語にふれ
る機会を提供する 
4. インターアクティブ性
を重視し、楽しく学習す
る 
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スポーツを守り、次世代へ 
伝えていくために 

これからもアンチ・ドーピング活動に 
ご理解とご協力をお願い致します 
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